
ナショナルチーム、プロチーム、実業団の
トップアスリート合宿を応援します

・会場候補選び、市民交流内容等、お気軽にご相談ください。
※会場確保の都合から、合宿の相談は、できる限り早くご連絡してください。
・トップアスリートの皆さんにお役に立てるよう、浜松ならではの“おもてなしサービス”をさせていただきます。

≪裏面は、スポーツ大会補助金制度のご紹介です！≫

2026年度合宿補助金概要

受付開始日

合宿の事前相談お待ちしています

お問合せ先

浜松市スポーツ振興課
💻sports@city.hamamatsu.shizuoka.jp

☎053-457-2421

 ナショナルチーム プロスポーツチーム 実業団 

  要件 

国の代表として国際大会
に参加を予定している選
手団または個人選手、 
監督、コーチに属する者 

プロリーグ等に出場す
る県外の選手団また
は個人選手、監督、 
コーチに属する者 

企業等の従業員で構成 
される県外の選手団または
それに所属する個人選手、
監督、コーチに属する者 

  補助率 
 

  対象経費 

浜松市内で実施する合宿における対象経費の 1/2 以内 
＜対象経費＞ 
宿泊費、国内交通費(市外移動も含む)、会場使用料、広告宣伝費、 
管理運営費等 
※合宿期間内の市外での宿泊やスポーツ施設等の利用料は対象外。 
※1,000 円未満の端数は切り捨て 

 上限額   1,000,000 円 
1 名あたり 100,000 円上限 

       500,000 円 
        1 名あたり 50,000 円上限 

必須要件 

次の 3 点を必ず満たすものとします。 
（1）浜松市内のスポーツ施設及び市内宿泊施設を利用すること。 
（2）合宿期間内に市⾧が認める浜松市民との交流を行うこと。 

例:交流試合の実施、市内スポーツ少年団との合同練習の実施、 
交流食事会、学校訪問の実施等 

（3）合宿実施の 30 日前までに申請すること 
 

2026年4月1日(水)
※受付期間は、予算額に達した時点で終了となります。

スポーツ大会、合宿補助金の詳細はHPへ

浜松市スポーツイベント補助金 検索



 国際大会 全国大会 その他大会 

要件 海外招待かつ国際競技連盟
の主催または公認大会 

全国を対象かつ国内競技連
盟の主催または公認等大会 

県外からの選手またはチームが
半数を超える大会 

補助額 
（基本額） 

 
※個人 
もしくは 
チームの 
いずれか  
少ない額 

＜個人＞ 
海外参加者×5,000 円 

+ 
国内参加者×1,000 円 

＜個人＞ 
 

国内参加者×1,000 円 

＜個人＞ 
 
国内参加者×1,000 円 

＜チーム＞1 チームあたり 
海外参加者 50,000 円 
国内参加者 10,000 円 

＜チーム＞ 
1 チームあたり 10,000 円 

＜チーム＞ 
1 チームあたり 10,000 円 

対象経費 
 

補助率 

報償費（謝金、賞金等）、旅費（交通費、宿泊費等）、需用費（消耗品費、印刷製本費、
広告宣伝費等）、役務費（郵便料、保険料等）、委託費、会場使用料、資機材借上げ 
経費、材料費等対象経費の 1/2 以内 
※1,000 円未満の端数は切り捨て 

上限額 1,000,000 円 800,000 円 200,000 円 

 

国際スポーツ大会等の大規模大会
誘致・開催を浜松市が支援します

・2023年4月1日から同一大会に対する補助回数は原則3回を上限とします。
・補助金対象となった大会は、当日の看板やチラシホームページ等に
「浜松市スポーツイベント開催事業費補助金交付事業」と表記していただきます。

・収益が生じた大会は、交付決定額から収益が生じた額を減額させていただきます。

≪裏面は、合宿補助金制度の紹介です！≫

2026年度スポーツ大会補助金概要

受付開始日

要件、注意事項

＜上半期(4月～9月)の大会＞ 2026年4月1日(水)
＜下半期(10月～3月)の大会＞ 2026年8月1日(土）
※受付期間は、予算額に達した時点で終了となります。

大会補助金の詳細はHPへ

さまざまな加算対応できます!!
①会場での観客数(2,000人以上)に応じて、補助金額が増額されます。
※オンライン視聴者等は含まず浜松市内会場に来た観客のみの人数とします。
※観客数の根拠となる書類の提出が必要となります。(チケット販売数等)

②参加者のうち、障がいのある人又は外国人等の合計の割合が 10％以上で、競技または併催
行事の中で、様々な属性の人がスポーツを一緒に楽しむための具体的な機会を設けている場合、
補助金額が増額されます。

①、②の加算対応は表内の上限額を超えることはありません。
※加算対応の可能性がある大会は、補助金申請される前に必ずご連絡ください。

NEW インクルーシブスポーツ加算
観客数加算


